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• 本計画区域の全駐車場を対象として、調査員が出向き、目視又は施設管理者へのヒアリング
を行い、駐車施設の供給量を調査した。（2018年10月実施）

• 結果として、本計画区域における駐車供給量は、路外駐車場が560台分存在し、運用形態
別収容台数をみると、時間貸し駐車場が131台（うち青空駐車場が52台、建物内駐車場が
79台）（全体の23％）、月極駐車場が217台（全体の39％）、車庫が179台（全体の
32％）であった。（図２）

• また、本計画区域内の路上にはパーキングメーター等が55台存在することがわかった。（図３）

■内神田一丁目周辺地区都市再生駐車施設配置計画 計画区域

■計画区域内の駐車場供給量調査結果
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図１ 内神田一丁目周辺地区都市再生駐車施設配置計画 計画区域

図２ 計画区域内の運用形態別駐車供給量

図３ パーキングメーター等位置図（2018年10月調査時点）
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■計画区域内の駐車場利用実態調査結果

• 時間貸し駐車場の内、駐車マス数が多い駐車場を対象として利用実態調査を実施した。
(2018年11月実施)

• 調査の結果、時間貸し駐車場（青空）は利用率が高く、エリア外部に目的地がある駐車を除
いた場合でも、ピーク時の15時と16時の時間帯では81%程度の利用があった。

• 一方で時間貸し駐車場（建物内）は利用率が低く、ピーク時の13時でも16%程度であった。

(1) 時間貸し駐車場の利用実態

図４ 時間貸し駐車場（青空）の利用実態

図５ 時間貸し駐車場（建物内）の利用実態

• 月極駐車場の利用実態に関しては、事業者にヒアリングを実施した。(2018年10月実施)
• マンションの月極駐車場は年々契約が減っており、現状かなり空いている状況にあるものの、事

務所・商業系建物の月極駐車場は利用率が高い状況にあることがわかった。

(2) 月極駐車場の利用実態

• 車庫の利用実態に関しても、事業者にヒアリングを実施したところ、ほとんど満車であり、利用率
が高いことを確認した。(2018年10月実施)

(3) 車庫の利用実態

(4) 路上駐車の実態

• 路上駐車台数に関しては、ノンプレート式断続調査※によって計測した。（2018年11月実施）
• なお、パーキングメーター等の枠内における駐停車と、パーキングメーター等の枠外における駐停車

を総称して「路上駐車」と表現した。また、駐車・停車の判断を簡易的に、同乗者がいても運転者
がおらず、すぐに発車できない状態を「駐車」、運転者が車内や車両のそばにいてすぐに発車できる
状態を「停車」と判断した。

• 計測の結果、12時台で最も多く、100台の路上駐車（パーキングメーター等49台、駐車30台、
停車21台）が確認され、密度にすると『0.3台／10m』であることがわかった。

※ 瞬間的な駐停車台数の総数を計測すること。対して、「プレート連続調査」とは、１台毎の車種別駐停車場
所、駐停車開始時刻・終了時刻等を調査すること。
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(5) 路上駐輪の実態
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• ノンプレート式断続調査（2018年11月）の結果、自転車の路上駐輪はピーク時には110台ほど
と多いものの、原動機付自転車や自動二輪車の路上駐輪はほとんど見られないことがわかった。

図６ 時間帯別路上駐車台数

図７ 時間帯別路上駐輪台数
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■計画区域内の駐車場需要量推計

• 各駐車場の現供給台数とその利用状況を鑑みて、本計画区域の駐車需要量の推計を行った
結果、本計画区域に必要な駐車台数は503台と推計された。

現供給台数(a) 最大利用率推計(b)
駐車需要量推計（X）

(a×b)

時間貸し
青空 52台 93％ 48台

建物内 112台 18% 20台

月極
事業所 203台 100% 203台

マンション 14台 50％ ７台

車庫等 179台 100% 179台

路上駐車対応 ー 46台

合計 560台 ー 503台

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

表1 計画区域内の駐車需要量推計

(1) 時間貸し駐車場（建物内）供給台数について
• 時間貸し駐車場（建物内）台数は、実際の供給量79台に加え、車庫に分類される来客用

駐車場18台と荷さばき用駐車場15台も加算する形で需要を検討した。両駐車場は、一つの
駐車場を複数人が必要な時に使用するという性質から、時間貸し駐車場と利用形態が類似す
るためである。

(2) 時間貸し駐車場（青空）利用率の推計
• 時間貸し駐車場（青空）の調査日ピーク時間利用率81％×年変動安全率補正

1.15=93%で計算した。安全率補正については、隣接エリアにおける年間の平均駐車需要台
数に対し、年間365日の中で30番目に需要が大きい駐車台数の割合1：1.15を参考に設定
した。（大手町・丸の内・有楽町地区駐車環境対策協議会『駐車需要特性に関する調査 第
８期報告書』(2012年12月) のデータより引用。）

(3) 時間貸し駐車場（建物内）利用率の推計
• 時間貸し駐車場（建物内）の調査日ピーク時間利用率16％×年変動安全率補正

1.15=18%で計算した。安全率補正の根拠については、前項と同様である。

(4) 月極駐車場の利用率推計
• 前述のとおり、事業所の月極駐車場については、利用率が高いことから、最大である100％で推

計した。一方で、マンションの月極駐車場は、年々契約が減っており現状かなり空いていることか
ら、50%で推計した。

(5) 路上駐車対応台数について
• 「パーキングメーター等の枠外における駐停車」と「パーキングメーター等の枠内における駐停車」

のそれぞれの状況から路外で受け止めるべき台数を設定し、合算したものを路上駐車対応台数
とした。

1) パーキングメーター等の枠外における駐停車の状況から設定した台数・・・36台
• 駐停車については、駐車・停車関わらず、30分以上駐停車する台数について路外で受け止め

るべき需要とみなし、36台と設定した。計算方法は以下のとおり。

① ノンプレート式断続調査の結果、ピーク時間帯である12時時点での路上駐停車台数は51
台（駐車30台、停車21台）（図８）

② プレート式連続調査の結果、特定の路線上※に12時に駐停車していた車の中のうち、30分
以上駐停車していた割合は71.4%
※計画中、賑わい軸と位置付けている３路線「神田駅西口通り」「出世不動通り」「区道558号」

③ 以上より①51台×②71.4%＝36台
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図８ 計画区域内の時間別駐停車台数（ノンプレート式断続調査結果）

2) パーキングメーター等の枠内における駐停車の状況から設定した台数・・・10台
• 本計画区域にあるパーキングメーターの数は全部で55台であるが、「神田駅西口通り」「出世

不動通り」「区道558号」の３路線については、今後歩行者優先化させ、地域の賑わい軸とし
て位置づけていくのが望ましいため、当該３路線上のパーキングメーター等の台数は路外で受
け止めるべき需要と考えられる。

• 従って、ここでは賑わい軸上にある台数10台を需要と設定した。
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■需要推計に基づいた計画供給量の設定 ■附置義務のかかる下限面積と原単位の設定

• 前述の需要推計に基づいて計画供給量を設定し、本計画区域の特性に応じた基準にて附置
義務を設定する。

図９ 計画供給量の設定

• ここでは、前頁で推計した現在の駐車場需要を据え置き、将来の需要も同様に503台と推計
する。なお、ここで需要の推計は現状の総延べ床面積を前提とする。

• 503台の駐車場が本計画区域全体で路外に適切に整備されるよう、本計画区域において附
置義務として課すべき計画供給量を設定する。

• 計画供給量の設定にあたっては、附置義務以外で別途供給される予定の台数を除く。現在の
供給台数560台の内、附置義務でないと推測される駐車場※1が最低でも104台※2存在して
おり、それらの駐車場台数については将来的にも需要に応じて増減すると考えられるため、駐車
需要量503台から104台を除いた399台を計画供給量と設定する。

• なお、今回検討の中で除いた、附置義務対象でない建築物で供給されている104台の取扱い
については、今後地区計画等と連動させ、本地域のまちづくりの中で最適な形で供給されるよう
、中長期的に議論することとする。

※1 附置義務でないと推測される駐車場：都条例の附置義務のかかる下限面積は、特定用途および非特定用途3/4の合計
面積が1,500㎡であり、1500㎡以下の建築にあり、過去附置義務にかかったことがないと想定される駐車場のこと

※2 104台の内訳は車庫75台、月極9台、時間貸し20台
ゼンリンの「建物ポイントデータ2018」より、建築物の延床面積データを収集し推計した。なお、ゼンリンの「建物ポイントデー
タ2018」は、建築面積に階数を乗じて延床面積を計算しているため、実際の面積との差が生じる。よって、ここでの附置義
務台数は、ゼンリンデータより各建物の延べ床面積を10％減じて＊算出した。(以下の既往研究に基づく)

*平川隆之（2012）「日本全国を対象とした建築物物質ストックのGIS データベース構築」,土木学会中部支部研究発表会, p475-
476,「（ゼンリンが提供している）Zmap-TOWN II を集計することにより求められる建築物の総延床面積は約88 億平米であり，全建

築物のストック（延床面積）に関する唯一の統計である建築物ストック統計に示されている総延床面積74 億平米よりも1 割以上大きな
値となっている」）

• 本計画区域の特性に応じた基準により、附置義務による駐車施設を計画供給量まで適正化す
るためには、都条例における附置義務の発生する下限面積及び原単位を基準として、「A.附置
義務の発生する下限面積の切上げ」を行うことと、「B.原単位の見直し」を行うことの２つの手法
が考えられる。

• 手法Aでは、合計面積が小さい建築物の附置義務台数が減少し、手法Ｂでは、合計面積が大
きい建築物の附置義務台数が減少する。本計画では、小規模な建築物から大規模な建築物
まで、全ての対象建築物に本計画の効果を発揮させるため、両手法を併用することとする。

• 都条例における附置義務の発生する下限面積及び原単位を基準としてA.B.両手法を採用した
場合に、当該エリアに附置義務駐車場として供給される駐車施設の台数は、表２のようになる。
ここで、前項で算出した計画供給量399台が確保される均衡点を試算すると、下限面積
2,000㎡～2,500㎡の間で、原単位を基準＋50㎡/台と設定することで条件を満たす。さらに
、下限面積2,000㎡～2,500㎡の範囲の中で100㎡毎に区切り、より詳細に試算すると、下
限面積が2,200㎡の時に399台が確保されることがわかった。 （表３）

• これより、附置義務のかかる下限面積（㎡）2,200㎡、B.原単位 基準+50㎡/台を配置計
画の計画値とする。

A・Bに対する供給量試算
（台）

B. 原単位の見直し

都条例 ＋50㎡/台 ＋100㎡/台 ＋150㎡/台

A.
附置義務のかかる
下限面積の切上げ

1,500㎡
(都条例)

526
（無対策の場合）

462 409 367

2,000㎡ 488 427 375 333

2,500㎡ 433 377 331 294

3,000㎡ 405 353 309 275

3,500㎡ 397 346 303 270

延べ床面積
附置義務のかかる

建築物の棟数
附置義務台数

2,000㎡の場合 38棟 427台

2,100㎡の場合 34棟 414台

2,200㎡の場合 29棟 399台

2,300㎡の場合 28棟 394台

2,400㎡の場合 26棟 386台

2,500㎡の場合 24棟 377台

表２ 附置義務として供給される駐車場供給量の試算

表３ B.原単位+50㎡でA.下限面積2000～2500㎡としたときの附置義務台数の試算
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■配置計画で定める駐車施設附置義務制度の概要

Point①
附置義務緩和条件設定
を種別毎に区別

Point②
地域整備協力金の納付を
緩和条件とする

Point③
集約助成金の納付を
隔地条件とする

特定用途＋非特定

用途3/4の合計(㎡)
一般車用駐車施設 身障者用駐車施設 荷さばき用駐車施設

附置義務対象外 附置義務対象外

附置義務対象外

①本計画区域の特性に応じた基準に基づく駐車施設の整備：都条例整備台数の免除

①本計画区域の特性に応じた基準に基づく駐車施設の整備：都条例から一般車用原単位変更

配置計画における隔地登録（地域開放型もしくは特定型）の場合 ＜オプション＞

≪地域開放型の隔地登録の場合≫

≪特定型の隔地登録の場合（集約駐車場も同時に登録）≫

以下①②より選択可能

②都条例に基づく駐車施設の整備

②都条例に基づく駐車施設の整備

以下①②より選択可能

一般車用：

負担なし

身障者用：

都条例整備台数より減った台数に対して

地域整備協力金100万円/台相当の負担

荷さばき用：

都条例整備台数より減った台数に対して

地域整備協力金100万円/台相当の負担

一般車用：

原単位変更の負担なし

一般車用：

負担なし

身障者用：

隔地する台数に対して

地域整備協力金100万円/台相当の負担

荷さばき用：

隔地する台数に対して

地域整備協力金100万円/台相当の負担

一般車用：

隔地する台数に対して

集約助成金50万円/台の負担

身障者用：

隔地する台数に対して

地域整備協力金100万円/台相当の負担

＋集約助成金100万円/台の負担

荷さばき用：

隔地する台数に対して

地域整備協力金100万円/台相当の負担

＋集約助成金100万円/台の負担

※荷さばき用は特定用途の面積で判断

1500

2200

2000

①

附置義務
下限面積

③

②

②

図10 配置計画で定める駐車施設附置義務制度の概要

■地域整備協力金について

■集約助成金について

千代田区事業者

千代田区
隔地

事業者
集約

事業者

配置計画の適用により身障者用・荷さばき用駐車施設を免除または隔地する場合…

地域整備協力金納付

免除台数または隔地台数
１台あたり100万円

配置計画の適用により、集約先を特定しない「地域開放型」で駐車施設を隔地する場合…

集約助成金納付

一般車用：隔地台数１台あたり 50万円
身障者用：隔地台数１台あたり100万円
荷さばき用：隔地台数１台あたり100万円

集約助成金交付

なお、集約助成金の金額については、
機械式駐車場１パレットの整備費用を50万円と想定し、
・一般車用駐車場については、50万円
・身障者・荷さばき用については、一般車用駐車場に比べて負担が増えるため100万円
と設定した。

身障者／荷さばき
車にとっての駐車
環境を改善するた
めの施策に活用

地域整備協力金活用

なお、地域整備協力金の金額については、
大手町・丸の内・有楽町地区の駐車場地域ルールにおける緩和の負担金
100万円／１台を参考に設定した。

■隔地形態について

【A】 地域開放型の隔地集約
集約駐車場の整備が担保されれば、隔地を積極的に誘導可能であることから、集約駐車場を事前に

登録できる制度として、地域開放型の隔地・集約を設ける。この場合、駐車場を隔地する建築物と集約
駐車場を整備する建築物の間での合意は不要とし、隔地建物の隔地台数（需要側）が、集約建物の
集約台数（供給側）を超えないように管理を行うこととする。

【B】 特定型の隔地集約
【A】で配置計画に登録されている隔地台数が集約台数に達した場合や、隔地側が特定の建物への集

約を希望する場合（集約駐車場における【A】から【B】への登録変更含む）など、特定の建物同士で隔
地集約することを希望する事業者のために、特定型の隔地集約も認める。この場合には、隔地建物と集
約建物の合意を前提とし、【A】同様、隔地集約の台数管理表にて管理を行う。


